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第1表

刑 事 部 の 構 成 等

令和5年5月1日現在

第1 部の数

1 合議部

2 令状部

13か部

1か部（第14部）

第2 配置人員

1 裁判官

（1）判事 46人

（2）特例判事補 － 3人

（3）判事補 18人（うち留学1人､育休■人）
計 67人

2 裁判官以外の職員
（事務補助員、任期付採用者及び臨時的任用者は含まない。）

(1)調査官

(2)書記官

1人

144人 (うち留学2人、研修1人、育休3人､ 産休1人

税大1人、休職1人）

13人 、

71人（うち育休1人、産休1人、休職1人）

229人

速記官

事務官

計
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第3 設備

1 合議用法廷 21室（うち裁判員裁判用法廷は16室（大法廷
1室、ビデオリンク法廷1室を含む。））

25室

5室

51室

単独用法廷

勾留質問室

計
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■弘
彦

和
正

■■
次席書記官
次席書記官

氏

(次室田 首席書記官
次席書記官

氏 名

酔瀞一Ｍ
華筆一線

藷鋪一名

永渕
鈴木東京地方裁判所刑事部裁判官配置表

氏 名 ｜内線’ ’

所長代行

所長代行

氏 名

縫巧一噸

■/開廷日

浅香 竜太

鎌倉 正和
内山 裕史

米 満祥人

村上 亜優
書記官室内線

夜間直通

■/開廷日

安永 健次

内藤恵美子
花田 隆光
足立 洋平

書記官室内線
夜間直通

第16部第

榔
一
謝
判
判
補

■/開廷日:火水木金

坂田威一郎

■
今井 理
水越 壮夫

竹内 瑞希

蓄記需鶴酒■■

第12部

兼総判
兼判

兼判
兼補

月火水木
一

Ｉ
・
判
判
判
特
補

浩
一
総

兼
》弟

月火木金
一 巳

総判

判
判

補

安永 健次

内藤恵美子
花田 隆光

足立 洋平

Ｉ
｜

立
口
一

３

《

１
’

一弟一

平出
須田

河村
赤瀬

総判
判

判
補

卿一網判判補
《弟一第2部

｜
兼総判 筒橋 康明

兼判 蛯原 意
兼判 内山 香奈
兼補 木村 航晟

第8部(租税部）

総判
判

判

判
補 薔記鯖灘ﾛ■■■第3部

総判
判

判
補

第14部(令状部）

鈴木 巧

四宮 知彦

下山 洋司

長尾 洋子
富田 環志

鈴木 悠

河原 春奈

米 満祥人

佐藤 雅英
池田 翔平

佐藤 有紀

箔水.識佑．

松下 健治

金井 千夏

一一l‐-．－－ ｇ一
古

一 ｡
ー

｜
判
判
判
判
判
判
特
特
特
補
補
補
補
補

一
総 Ｉ立
口
一

８
．

詞一

一 ●

総判
判
判

補

一 一 一 一 一 一

一

｜
渕
田
坂

一
永
蛭
小
林

ｉ

洲一謝謝郷燕

一
三
沓
之
吾

一
健
円
茂
信

書記官室内線
夜間直通

ー

’’
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判
判
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補

糾一総 im開廷日:月火木金

高橋 康明

■
蛯原 意
内山 香奈

木村 航晟
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第10部 ■/開廷日

総判 向井香津子

判 世森ユキコ

判 日野 周子

兼補 清水 洋佑
補 ． 友近 仁洸

書記官室内線
夜間直通

:月火水金

向井香津子

世森ユキコ
日野 周子

清水 洋佑
友近 仁洸

』一 丙 一 一 一 一 一 ■ 一

書記官室内線
夜間直通 ’ ’

I
書記

’第5部

兼総判

兼判
兼判
兼補

■■ I
■開廷日

香川 徹也

榊原 敬

賀鴫 敦
橋詰 沙羅

書記官室内線
夜間直通

第15部坂田威一郎

今井 理

水越 壮夫
竹内 瑞希

野村 賢
池田 知史

平手健太郎
大崎 敦生

第11部 ■/開廷日

大助
円香

茂之

信吾
書記官室内線

・ 夜間直通

月水木金

一

一
判
判
判
補

一
総

判
判
判
補

一
総

神田

蛭田

小坂

林

■開廷日
一

佐伯 恒治

石川 貴司

高嶋 諒
滝口麻理奈

書記議蕊

剥
一
綱
判
判
補

第
一 月火水木

’
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【機密性2】
令和5年4月1日現在

東京地方裁判所部内委員等名簿(刑事部関係）

◎ 刑事霊酌詐関係委員会
委員長 判事 (11部）

委員 〃 （6部）
〃 〃 （6部）

〃 〃 （8部）

〃 〃 （14部）

〃 〃 (16部〉
〃 〃 （17部）

〃 〃 ． （18部）

〃 訟廷副管理官

〃 主任書記官
〃 〃

〃 〃

〃 〃・

ｵﾌｻﾞｰﾊﾞｰ東簡訟廷管理官

◎外国人関係委員会

委員長 判事 （8部）
委員 〃 （1部）
〃 〃 （3部）

〃 〃 （4部）

〃 〃 （6部）

〃 〃 （13部）

〃 ． 〃 (15部）
〃 〃 （18部）

〃 特例判事補 （14部）
〃 訟廷管理官

〃 主任書記官
〃 〃 ・

〃 〃

〃 〃

〃 〃 ， ｡

〃 。 〃

〃 〃

〃 〃

〃 . 〃

〃 庶務係長

〃 同係書記官

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ東簡事件係長

◎ 法科大学院関係委員会
委員長 判事 (10部）

委員 〃 （1部）
〃 〃 （4部）

〃 〃 （8部）
〃 〃 (10部）

〃 〃 （15部）
〃 〃 ‐(16部）

〃 判事補 （4部）

〃 〃 （13部）

〃 訟廷副管理官

〃 主任書記官 ■■■■

◎ 常置委員会
常置委員 所長代行
〃 〃

〃 判事
〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

､〃 〃

〃 特例判事補

◎ 裁判例等整備委員会
委員長 判事 (18

委員 〃 （3

〃 〃 （8
〃 〃 （11

〃 〃 （14

〃 ‐ 〃 （15

〃 〃 （17

〃 判事補 （1
〃 〃 （6

〃 〃 （8

〃 〃 （17
〃 訟廷副管理官

＃ 篭震富■
〃 記録係長

◎ 図書等整備委員会
委員長 判事 （17

ﾁ員‘例判事補：：

難譽富■
〃

〃

〃

◎ 警備関係委員会
委員長 判事 く4
委員 〃 〈1
〃 〃 ． （6

〃 〃 〈8

〃 次席書記官

〃 訟廷管理官
〃 訟廷副管理官
〃 管理係長

〃． 総務課長

〃 ‐ 総務課課長補佐
〃 響務課長
〃 、 警務課課長補佐
オブザーバー東簡訟廷管理官

◎ 鐘定委員会
委員長 判事 （16
委員 〃 （16
〃 〃 (18

'ん 主任書記官 ■■
〃 記録係長

。 令状関係委員会

委員長 所長代行
委員 判事 （14

〃 〃 （14
〃 ‐ 〃 （14

◎ 弁設人関係委員会
委員長 ・判事

委員 〃
〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 次席書記官

〃 訟廷副管理官

｜
〃 羊任書記官
〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 事件係長
ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ東簡首席書記官
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村 孝
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川 貴
村 宜

嶋
田 知

原 春

田 孝
島奈都
内 章

井 路
本 浩

動 智

戸 達

藤
絹

瀬 武
島 真

神佳史
田

浅
蛯
石
四
野
草
鷲
橋
福
須
大
野
荒

ｊ
ｊ
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ｊ
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部
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部
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７
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く
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く
１
１
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子

霊原順罰村”》雑率》》啼岫

永

鈴

(1部）坂

(11部）神

(15部）香

(15部）賀
(16部）安

(18部）野

(14部）河

(18部）野 村 賢

（3部）諸徳寺 聡子
（8部）北 原 直 樹
（11部）蛭 出 円 香

（14部〉長 尾 洋 子

（15部） 榊 原 敬
（17部）大 伴 慎 吾
（1部）竹 内 瑞 希

（6部）滝口麻理奈
（8部）鍵 谷 蒼 空

（17部）遠 藤 優

「 職秒舞
小 林 裕 和

渡 辺 政 仁

健
癖
大
徹

健・春
康零大喜徹美孝真裕

健
一
雅康恒竜

渕
木
田
田
川
嶋
永
村
原

木
橋
井
田
出
川
中
田
津
崎

渕
木
砺
重
橘
伯
香
村

一
巧
郎
助
也
敦
次
賢
奈

巧
明
子
助
一
也
香
一
一
一

一

巧
郎
裕
明
治
太
賢

◎事務分配関係委員会
委員長 、所長代行
委員 判事
〃 ．． 〃

〃 〃

〃 〃

〃 ． 〃

〃 首席書記官

〃 訟廷管理官

〃 訟廷副管理官

〃 事件係長

◎ 裁定･丙類合醸委員会
委員長 所長代行

委員 〃
〃 判事
〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 ． 〃

〃 ．〃

． ， 鈴

(4部）高

(10部）向

(11部）神
(13部）平

(15部）香
田

増

鷲
野

◎ 記録関係霊員会
委員長 判事 （16
委員 〃 （10
〃 〃 （13

〃 次席書記官
〃 訟廷副管理官

〃 主任書記官
〃 ． 〃 ．

〃． 〃

〃 〃

〃 ． 〃

〃 〃

〃 押収物係長 一

〃 記録係長

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ事件係長

◎ 裁判員裁判の在り方を考え
委員長 所長代行
委員 判事 (1
〃 〃 （3

〃 〃 （4

〃 〃 〈6
〃 〃 (10

〃 〃 （11

〃 ． 〃 （13
〃 〃 （14

〃 〃 （15

〃 〃 (17

〃 判事補 （7

〃 〃 （8

〃 〃 （10

〃 〃 (16

〃 ． 〃 （171
〃‐ 〃 （1R1

(16部）
(10部）

(13部）

安 永 健
日 野 周

須 田 雄
大 竹 正

岡村抄矢

川 人 亜

大河原ま

木 所 賢
新 谷．洋

大 野 慎

須藤智映
圖 師 有

渡 辺 政

野 崎 裕

員会
鈴 木

水 越 壮
寺 尾

蛯 原

高 鴫

向井香津
蛭 田 円

須 田 雄
下 山 洋

策 嶋
中 尾 佳

村 上 亜

鍵 谷 蒼
友 近 仁

足 立 洋

遠 藤
大 崎 敦

久
．
人
一
子
知

佳
誇
祥
真
絹
真

尾
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世
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鷲
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部
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く

永

鈴

（1部）坂

（3部）友

（4部）高
（6部）佐

〈7部） 浅

(18部） 野

<4部）高 橋 康 明

く1部）今 井 理
(6部）佐 伯 恒 治

く8部）染 谷 武 宣
大 竹 正 彦

． 増 田 孝－
田 中 知 之

． 小 林 裕 和

曽 田 隆 史
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１
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◎ 新任判事補研さん関係委員会
委員長 判事 （11部）
委員 〃 （13部）
〃 〃 ． （11部）

〃 〃 （14部)

〃 〃 （15部）

◎ 司法修習生指導等委員会
委員長 判事 (13部）
委員 ' 〃 (1部）
〃 〃 （3部）
〃 〃 （17部）
〃 〃 （18部）

補佐官 〃 （7部）
〃 〃 （10部）

〃 〃 （13部)
〃 〃 （16部）

神 田 大 助

須 田 雄 一

小 坂 茂 之
四 宮 知 彦

賀 嶋 ，敦
(10部）向井香津子

（1部）水 越 壮 夫

（4部） 内 山 香 奈

（8部）馬 場 嘉 郎
(10部）世森ユキ．

（15部）榊 原 敬
一(16部）内 藤恵美子
（4部）木 村 航 晟

（13部）赤 瀬 柚 紀
上 田 有佳子

■■水所賢一

（16部）安 永 健

（16部）内藤恵美
(18部）池 出 知

■■■■門 田正
渡 辺 政

次
子
史
和
仁

(13部）平

(1部）坂
(3部）友
(17部）薄
(18部）野

（7部）内
(10部）日

(13部) 河

(16部）花

準》率控村峠銅龍率
一
郎
裕
子
賢
史
子
信
光

く
く
く
く

鈴 木 巧

(14部） 四 宮 知 彦

(14部） 下 山 洋 司

(14部） 長 尾 洋 子

謡
の
剛

1／2



【機密性2】
令和5年4月1日現在

東京地方裁判所部内委員等名簿(刑事部関係）

医硬硬寮悪関係襄頁

日
長

◎
奉
霊
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

会

（4部）

（1部）
(1部）

(1部）

（4部）

（4部）

(10部）
(10部）

(10部）

(11部）

(11部）
(11部）
(15部）

（15部）

(15部）

(18部）

(18部）
(18部）

(1部）

（4部）

(10部）

(11部）

(15部）
(18部）

、 刑事･少年関係連絡樫璽会

代表幹事 所長代行
幹事 〃
〃 判事 (18g

〃 〃 (18剖
〃 〃 （18部

〃 判事補 （18部

◎ 公判前竪理手綴姜員会

委員長 判事

委員 〃
〃 〃

〃 〃

〃 〃 ． (1

〃 〃 （1

〃 〃 （1

〃 次席書記官

〃 訟廷副管理官

〃 主任書記官
〃 ‐ 〃

〃 〃

〃 〃 ‘

〃 ． 〃

＠．裁判員制度等広報委員会

委員長 判事 （71
委員 〃 ← （41
〃 〃 （71

〃 〃 (111

〃 〃 (161

〃 特例判事補 （141
〃 〃 （141

〃 判事補 (131

〃 〃 （161

〃 〃 （181

〃 次席書記官

〃 裁判員調整官
〃 裁判員第一係長

〃 裁判員第二係長 ．

〃 総務課長

〃 総務課課長補佐

◎ICT関係委員会

委員長 判事 （61

委員 〃 （61
〃 〃 （71

〃 〃 （81
〃 〃 （81

〃 〃 （101

〃 〃 ’ （131

〃 〃 (141

〃 〃 （171

〃 〃 （181

〃 判事補 （1認

〃 〃 （16モ
〃 〃 （18モ

･次席書記官
〃

〃

訟廷管理官

･ 訟廷副管理官
〃 ・

主任書記官
〃

〃

． 〃

〃

管理係長 一

判事
〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

高 橋 康 明
坂田威一郎

今 井 理
水 越壮 夫

蛯 原 意

内 山 香 奈
向井香津子
世森 ユキコ

日 野 周 子

神 田 大 助

蛭 田 円 香

小 坂 茂 之

香 川 徹 也

榊 原 敬
賀 鴫 敦

野村 賢
池 田 知 史

平 手健太郎

竹 内 瑞 希
木 村 航 晟

友 近 仁 洸

林 信 吾

橋 詰 沙 羅

大 崎 敦 生

大 竹 正 彦

岡村抄矢子
齋 藤 勲
川 人 亜 季

向 田 聖 樹

大 渕 崇 裕

羽 賀 秀 博
長 瀬 武 照

香 川 徹 也

今 井 理

寺 尾 亮
北 原 直 樹

日 野 周 子

蛭 田 円 香

冨 田 環 志

花 田 隆 光
草 野 和 弘

大 竹 正 彦
増 田 孝 一

山 口 綾

君島奈都子
向 田 聖 樹

串 田 智 幸

近 藤 聡
川 島 真 知
小 林 裕 和
三 神 晴 彦

木 村 孝 二

友 重 雅 裕
水 越 壮 夫
内 山 香 奈
菱 川 孝 之
小 坂 茂 之

須 田 雄 一

榊 原 敬
草 野 和 弘

鷲 津 真 一
田 村 嘉 之

山 内 章 爾

新 谷 洋 子
門 田 正 和

堀 崎 真 二

永

鈴

(18部） 野

(18部）池
(18部） 平

(18部）大

3部）
1部）

4部）
8部）

1部）

3部）

5部）

7部） 浅 香 竜 太
4部） 内 山 香 奈

7部）内 山 裕 史

1部） 蛭 田 円 香

6部） 花 田 隆 光
4部）河 原 春 奈
4部）米 満 祥 人
3部）赤 瀬 柚 紀

6部）足 立 洋 平

8部）大 崎 敦 生

草 野 和 弘
曽 根 寛
江 口 領 －

近 藤 晃 －

曽 田 隆 史
鷲 津 健

銀木村函奉職

３
１
４
８
１

３
５

く
く
く
く
１
１
１

く
く
く

一
巧
賢
史
郎
生

◎ 刑事裁判実務研究会
常任幹事 所長代行 鈴
幹事 判事 （14部）四

木 巧

宮 知 彦

◎ 裁判長懇談会
常任幹事 所長代行
幹事 判事

鈴 木 巧

(7部）浅 香 竜 太〃

〃

判事補
〃

〃

〃

〃

〃

次席書記官

訟廷副管理官

主任書記官
〃

〃

〃

〃

〃

◎ 公判審理手続委員会
委員長 判事
委員 〃．
〃 ． 〃

〃 ．〃

〃 〃

〃 〃 ．

〃 鑿鱸官｜
〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

尾 佳
尾

倉 正

場 嘉
村 宜
田 知

村抄矢

村 嘉
村 敏
所

崎 真

田威一
尾

嶋

山 裕

藤恵美

伴慎
手健太

野 和

田 孝
根
口

口 領

谷 佳

田 隆

藤 晃

(17部）

（3部）

（7部）
（8部）

(13部）
(18部）

中
寺
鎌
馬
河
池
岡
田
志
富
堀

坂
寺
高
内
内
大
平
草
増
曽
山
江
神
向
近

細
細
細
細
細
細
鋤
鋤
細
細
細
細
細

く
く
く
く
く
１
．
１
１
１
１
１
１
１

６
６
７

８
８
０
３
４

７
８
３
６

８

佐
高
鎌
染
馬
向
平
鈴
大
平
赤
足
大
藤
草
大
増
田
鷲
齋
出
大
羽
山
小
江

嘩嶋涯舘癖鐸準木癖誰鋤準峰蒲率鰊率輌窪藤需咋鋸葎擁噸
治
諒
和
宣
郎
子
一
悠
吾
郎
紀
平
生
吾
弘
彦
一
之
一
勲
明
き
博
子
和
一

久
亮
和
郎
信
史
子
之
明
慈
二

郎
亮
諒
司
子
吾
郎
弘
一
寛
綾
一
奈
子
一

◎ 昼食会

代表幹事 判事 (18部）野 村 賢

補
事

事
、

会
判
〃
〃
〃
〃
〃
判
〃

水霞◎
鐸
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

田威一

井
越 壮

重 雅

尾

徳寺聡
内 瑞

墳 優

(1部）坂
(1部）今

(1部）水
(3部）友

(3部）寺

(3部）諸

(1部）竹

(3部）平

郎
理
夫
裕
亮
子
希
佳

◎ 裁判員選任手続委員会
委員長 判事 (1部）

委員 〃 （3部)．
〃 〃 （6部）

〃 〃 （7部）

〃 〃 (16部）

〃 〃 （17部）
〃 〃 （18部）

〃 次席書記官
〃 訟廷管理官

〃 裁判員調整官

〃 主任書記官 ■■
〃 ‘ 裁判員第一係長

■書記官
〃

〃

〃 裁判員第二係長

〃 同係事務官

〃 事務局吹長
〃 経理課長

。 犯罪被害者等関係委員会
委員長 判事 (15部）
委員 〃 （1部）

〃 〃 （3部）
〃 〃 （8部）

〃 〃 （10部）

〃 〃 （11部）

〃 〃 （14部）

〃 〃 （16部）

〃 次席書記官
〃 〃 ．

〃 訟廷管理官

〃 ． 主任書記官 ’
〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 ， 庶務係長

〃 管理係長
ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ東簡簡裁判事 （l室）
〃 東簡訟廷管理官

霞隅会
判事
〃

〃

◎
癖
〃
〃

(11部）蛭 田 円 香

(18部）池 田 知 史

（6部）石 川 貴 司

水串今
判事
〃

◎零″ (7部）内 山 裕 史

(8部）菱 川 孝 之 裁判員第一係長

霞翔会
特例判事補

判事補
〃

〃

〃

◎
鐸
〃
〃
〃
〃

奈
希
奈
空
優

(14部）河

（1部）竹

〈6部）滝

〈8部） 鍵

(17部）遠

春瑞極蒼
原
内
、
谷
藤

｜
’

坪 谷 和 伸

天 野 照 雄
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刑事訴訟事件（新受、既済、未済）年度別比較表

(延べ人員）(延べ人員）

主蕊
÷未済(不動事件を含む）

9,0009,000

｜
、

、
一

一

一

8,714
(延べ人員）

8,220800

こ
、

一
戸

》

’

一

幽
一

一

蝋‐
’

7,762 8,0008,000
7,7878,172

024

7,401

7，761 549 7，
写

J，70(）
0685■一一一一一一■681 7，2

－

7,0007,000657
～

》
一

一
一秘一一‐

｜

’

画一 －－⑯,608

。
■

●

6,864
600 6,748

・
Ｐ

一

6，531600 I
■

－563
6，0006,000

5 03

500

5,0005，000

438

一
二

一

400

〃？
370

4,0004，000イ
386、 郵今

一
一

「
４

ノ
300

、／ 3,000 L327 3,000 」1 1

2，513 2,614 2,666
2,512

』262 1
"

｡

2,608
200

2,000 2,000
〃

’

＊既済及び未済には裁
定合議事件が含まれてい

ます。

*既済及び未済には裁
言合議事件が含まれてい ＊新受には裁定合議事件

が含まれています。
＊新受には裁定合議事件

p● 公 一､－1－－－－値 一一宝一 匹100
1,000 1,000

ます。 ◎

I 謡
や
’
二
州

0

’
｡

0 0 0
平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年

【合 議 事 件】

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年

‘【単 独 事 件】

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年

【合議，単独計】



年 度 別 新 受 人 員 調 査 表

東京地方裁判所刑事訟廷事件係

数（延べ人員）貝新 受 人

■

裁定合議法定合議年度 単独事件合議単独合計 合議事件
裁定合議委員会の決定

甲類 ： 乙類
部内合議決定甲類 ： 乙類

351（40） 9,4744752： 3 358 310,587 1,113 75519

359（57） 8,2952363 21,184 821 821： 020 9,479
q

324（62） 8,3515(1) 11340964 624 624： 021 9,315

290（50） 7,1770292 2754 462 462i O22 7,931

155（53） 6,3951(1) 0345； 0 15623 6,896 501 345

g I U

273（61） 6,02011(3) 2294 288§ 6 28624 6,600 580

阜
巳
６

199（21） 5,7920312： 0 220 2125 6,324 532 312

181( 41) 6,29 12337： 0 200 176,828 537 33726

304（60） 6,9870（6） 0470； 2 30427 7,763 776 472

212（67） 6,2875（6）402： 2 218 1622 40428 6,909
Ⅱ■■■

■■■■

ー

Ⅱ■■■

Ⅱ■■■

■■■

■■■

153( 21) 7,153156 0 3353 350： 329 7,662 509

96（25） 8,2360108 12478 370 370： 030 8，714

171（49） 7,5819（3） 1458： 0 1818，220 639 4581

179（194） 7,1971386 386； 0 204 247,787 5902
ﾛ ●

126（54） 6,8686 0262： 0 1327,262 394 2623

'80（‘‘)’1 5181 6,417191 0327 327: 0 116，935 5184

31（26） 2,0104（4月末現在） 031 0119 119： 02,160 150

35（9‐） 2,0055（4月末現在） 075 75： 0 35 02,115 110

剛
遥
や
’
㈹
州

〔備 考〕
甲類法定合議事件とは､裁判所法26条2項2号に定める合議制事件(法定合議事件)のうち乙類合議事件を除いたものをいう。
乙類(法定､裁定)合議事件とは､法定合議事件又は事件の係属する部からの申出に基づき裁定合議委員会において合議体で審判するのが相当であるとの
決定をした事件のうち公安労働等に関係する事件をいう。

部内合議決定には法定合議事件､裁定合議事件に併合された単独事件を含む。
下欄の｢4(4月末現在)』及び｢5(4月末現在)｣は､令和4年4月30日現在と令和5年4月30日現在を比較したものである。
（）内は前年度以前受理事件を各年度に合議事件としたもので､いずれの年度にも計上していない。



刑事訴訟事件新受人員の推移
|→-搬入員’一新受人員

延べ人員

18，000

16, 000
15, 390

八
15, 216

14, 938

14, 000

／/" "I13, 150

12, 509

"12, 141 11, 92412, 141 11, 924
12, 000

11

11，12

11，675

，860
10, 58710, 416

型,000
10, 000

V, '"
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9,863

369

9,796
9,479
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8
8，000

401 7

6,122
会

6，000

V乳 ,547

5,414

4, 000

2,000

拙
印
州

0
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刑事訴訟事件､外国人事件､租税事件調査表

1刑事訴訟事件(新受､既済､未済)処理状況 (延べ人員）

未済新受 既済

単独口
合議

計計 合議 単独年度 合議単独 計
法定合議|裁定合議

｜

’ 2,608 2,98537730 370 108 8,236 8,714 600 7,761 8,361

2,513 3，0338,172 5201 458 181 7,58 1 8,220 563 7,609

3，2712,6142041 7,197 685 6,864 7,549 657386 7,7872

2,666 3,104132 1 6,868 6,748 7,429 4383 262 7,262 681

５
和
２

１
秘
３

０
部
８

勺
寺
●
●
〃

■

３
恥
２

7,024
1｡O卿 ppS旬■Qqq｡●q

2,432

503
今●由申●一■Dd

450

2,512
凸●色■●●●■＆●■■■●■

2,382

4

(1～4月）

327
h由●□■わ●｡■■

119

191
自由■●由b■■．

31

７
軸
０

１
“
１

Ａ
》
β

６
配
２

6,935
■g心由向●凸●｡甘●●｡■①

2,160

493
F●ら■｡●口個｡●

170

6，53l
b①少a“ 凸q◆●PG凸O■

2,262

5

(1～4月）
3,0011,9161 2,129 426 2,57575 35 1 2,005 2,115 213

(延べ人員）3租税事件(新受､既済､未済)処理状況2外国人事件受理状況 (延べ人員）

阜薑鯉

籍一軸鳥薑廻

済既

０
％

６
％

９
淵

５
冊

２
６

７
５

７
４

７
３

５
４

ゆ

■

●

●

受
独

０
０

０
０

新
単

合議､単
独計

単独合議※
計 ｜｜ 合議 計

５
％

６
７

●

・
０

計

５
％

２
％

４
４

議
Ｌ

Ｑ
今ロ

127

34.3％

161

35.2％

112

29.0％

94

35.9％

・131

1,748

21.2％

1,421

18.7％

1,482

20.6％

1,103

16．1％

979

1,875

21.5％

1,582

19.2%

1,594

20.5％

1,197

16.5％

1,110

63 12 32 448 5530 30

58

0.7％
33 4458 113 551 II

弱一岬一一沁一卿一一蛇

6

1.6％
3267 4 2813 542 2

１｜岬一一０
25 3038 38 503 3

11 16 2739 4564

(1～4月）

4
40. 1%
凸｡■凸●■■＝ 凸■■●◆■

51

0.7％
●｡｡■ ” 等■■寺｡

10

冊
却
０

心
－
１

０
評15.3％

p毎白田やゆ●自凸●●■凸①4

343

16.0%
、■■凸qaD｡G●凸争の句●

394

0.0％
aDb■自 釦 ■●●■

0
17(1～4月） 23 0 Ⅱ75 18

謡
の
剛

42.9％

28

37.3％

卿一一ｍ一瞬

0.5％17.1％

333

16.6％

18.2%

361

17. 1%

叫
囲
麺 12

0.6％

5

(1～4月）

5

(1～4月）
15 28130 11 11

※合議は法定合議事件を指す



一

｡受啄曇の､鄭多1蔦椙塾曽Y葦‘剰奉鵲認※

撫
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職畑－
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刑事訴訟事件未終局人員(審理期間)年度別比較表

(延べ人員） (延べ人員）－6月以内

－－1年以内

--2年以内

－2年を超える(不動事件を含む）

2,500 500

480

460

440

420

400

380

360

340

320

300

280

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

6502,600
●

604

2,270 1 1

｜ 由439L

5502,500(延べ人員）
46

》～ 〈
300

2,000

~、
1,936

｜
週
‐
‐
ト

365 4502,400

｝
259 ロ

346250
一

■

1 1

4382
317

〃、1,500

少
、

208 350＞ 2,300〈

剛
侭，

一

2“200 J Ⅱ

！
、桶 1

165 2， ～
20 y 2502,200 ユ

ラ0 、150
1,000

2,1
2,14622 121

57
｜ ’ 162

｜ 人－ 18
1502,100100

／
15488’

3房
123 I

〆
70

■ ■

97

／葱
105500 、

／〆

畑
‐
一
一
蛇

71
78

76
1 1 6750 502,000

7
ﾛ ﾛ

銅
‐
一
認

’31 34
「

0
－501 ,9000平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年

【合 議 事 件】

平成30年 令和元年 令和2竿 令和3年

【合議、単独計】

令和‘1年
平成30年 令和元年 令和2年 令和3年

【単 独 事 件1

令和4年

拙
“
剛



刑事訴訟長期未済事件(2年経過)年度別調査表

2長期化事由調査表1年度別調査表

(合膿･単独計） (延ぺ人員）(延べ人員） (合鯉事件） (延べ人員）

被告人
の逃亡

病気等

関連事

件の審
理待ち

計

合
単
別

長期化の長期未済件数

の占める割合

〈％）

長期未済件数

の占める割合

(％）

事案複
雑困難

未済
件数

長期未済
件数

未済
件数

長期未済
件数

年度 年度

|

’

２
⑳

４
２
く

11．1

〔5.8］
2年 以 上 1313

６
０

７

3772．5

〔2.5〕

30

2,98530 獅
劾
く

9．0

〔5.2〕
3年 以 上 6245201

71

(20)

12．2

〔8.8〕
4年 以 上 1951478

(24）

2．6

〔1.8〕

5822

1 3,033 合
議

事
、
件

87

(20)

19．9

〔15.3〕
5年 以 上 7 8114383

“
”
蛇
⑳

16，5

〔12.5〕
20．4

〔16.0〕

6年以上 0105

(24）

3．2

〔2.5〕

３
恥
０

０
地
５

５
恥
４

4

i"".………….………"…

;(4月末時点）

3,2712

7年 以 上 0

5

(4月末現在）

・68

(2 0)

16．0

〔11.3〕
8年 以 上 0154

(24）

5．0

〔4.2〕

426

3 3,104

9年 以 上 0
(単独事件） (延べ人員）

長期未済件数
の占める割合

（％）

10年 以 上 22180 6.0 未済
件数

長期未済
件数

年度
3,0154

計(20)

176

(22）

〔5.3〕

6．2

〔5.4〕

0 481632３
幻

ｌ
Ｌに

34

(4)
30 2,608；

:（4月末時点）
§

2年 以 上 8 3222 2

単
独

事
件

2,832
1．2

〔1.1〕

狐
②

2,5131

533年 以 上 43 lO160

(20）

5．3

〔4.7〕

5＝

(4月末現在）
４
の

３
く 1．3

〔1.1〕
3,001 2,6652

5年 以 上 77
67

(4)

2．5

[24]
2,6663

･計 92865 il9

※ （）内の数字は不動事件の件数を内数で示し，
〔〕内の数字は不動事件を除く割合を示す。

3．9

〔3.9〕

3．5

〔3.4〕

７
０
》
４
Ｊ

９
佃
８
⑫

2,512
…… ■■｡■■■■■

2,382

4

；．........”．．

#（4月末時点）

1

8’ 合議･単独計 3597

※1の年度別調査表の長期未済件数中､令和5年4月末日現在の不動
事件を除く長期未済事件を対象とした。5

(4月末現在）

２
０

９

3．6

[3.6〕
2,575

熟
の
鯛

※（）内の数字は不動事件の件数を内数で示し、
〔〕内の数字は不動事件を除く割合を示す。

ノ



第10表

裁判員裁判対象事件等の新受人員等調査表
合蟻・単独別等の新受人員内訳

令和5年

(1～4月）
合議・単独別合議・単独別 平成30年平成30年|令和元年||令和2年||令和3年令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 合計 5年平均

法定合議事件

裁定合議事件

370

108

８
１

５
８

４

．

１

386

204

262

132

７
１

２
９

３
１

３
６

０
１

８
８

１

361

163

５
５

７
３

単独事件 75818236 7197 6868 6417 36299 7260 2005

’

1

新受人員合計 8714 8220 7787 7262 6935 38918 7784 2115

令和5年
(1～4月）

裁判員対象事件罪名（未遂を含む） 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年平成30年 開亦匪ﾖl合計||5年平均
7 36 7

0 0 0

0 2 0

25 41 8

0 2 0

14 46 9

4 27 5

0 O D

23 103 21

4 29 6

2 3 1

3 7 1

0 0 . 0

0 0 0

2 2 0

32 188 38

0 5 1

2 ″ 13 3

0 I O

0 0 0

0 9 2

合計 5年平均

現住建造物等放火

激発物破裂

7 5 11 6 7

妬
一
一
０

7 0

0 0 0 0 00 0

通貨偽造

偽造通貨行使

0

０

’’

４

1 1 0 2 ロ 0

1 7 254 41 8 0

偽造通貨輸入
０
｜
蝮

０

－

９

0 2 0

２
一
“
｜
”
’
０

0 0

強制わいせつ致死傷 5 146 9 4

強姦致死傷，強制性交等致死傷 5 9 63 4 5 、

集団強姦致死傷 0 0 00 00 、

殺人 19 27 17 17 23 103 21 4

傷害致死 297 6 64 38 4

危険運転致死 10 0 ロ 2 3 211

保護責任者遺棄致死 2 3 7」 2 0 0 1 0

逮捕監禁致死 0 0 00 0 0 00

身代金拐取 00 0 00 0 0 0

拐取者身代金取得等 0 0 20 0 2 0 0

強盗致傷（強盗傷人） 44 ｛誰 47 32

雌一・
５

38

ｇ
動

12

強盗致死（強盗殺人） 0 5 0 0 0 1 0

強盗強姦，強盗・強制性交等

強盗・強制性交等致死（強盗。強制性交

等殺人）

3 22 4 2 13 3 0

00 0 1 0 0 011

爆発物取締罰則 1条，2条

銃刀法（略称） 31条(3条の13)，31条の
2第2項(3条の4）

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制

等に関する法律 3条1項7号，3条1項10号

0

０

－

４

0 0 0 0 0ロ

5 0 0 0 9 2 0

0 0 04 00 4 11 0

覚せい剤取締法 41条2項

泌
一
０

66 16 10

咽
－
０
｜
妬
一
一
一
岬

15 133 27 4

麻薬及び向精神薬取締法64条2項 1 0 0 0I’ 〃 0

麻薬特例法（略称） 新法5条l～4号，｜日
法8条1～4号

9 211 27 15 64 13 0

’裁判員対象事件人員合計 143 202 123 101 148 717 143 29

※裁判員対象事件の人員数については､訴因密更決定により対象合繊事件となった件も含む。

0



【機密性2】

第11表

裁判員裁判対象事件月別比較表

ウ ロ ロ

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年平成21年 平成22年
ﾛ ｡

ＩｌｌｌｌｌＩ

″

１１１

l 】 U Ⅱ ﾛ ﾛ ﾛ ﾛ

新受件数 150 96 143180 151 139 133 147 151 202 123104

既済件数 110152 166 151 152 129 128 124 158 144 1459

未済件数 95 108 96 77 95 117 89 130 115 173 151123

既済率
(累計）

75.2％ 83.3％ 89.●1％ 88.9％ 88.3％ 91.9％ 89.6％ 91.8％ 89.2％8.7％ 56.7％ 91.2％

Ⅱ

令和5年
(4月末）

合計令和6年 令和7年 令和8年 令和9年 令和10年 令和11年 令和12年令和3年 令和4年
ロ ロ

I

新受件数 1,997101 148 29

既済件数 1,876128 121 59

■ ■ ﾛ ■ ■ ■ ﾛ ﾛ ■

未済件数 124 151 121
1 1

既済率
(累計）

93.9％93.2％ 923％

令和4年
ロ ﾛ ロ ロ ロ ロ ■ ロ

5月 6月 7月 8月 9月 10月1月 2月 3月 4月 11月 12月
ll i

■ ■ １１１１１

新受件数 12 15 11 6 9 15 7 1710 10 27 9

1 1 1 、 1 1 1

既済件数 145 8 13 5 6 8 13 1 9 25 14

ロ ロ

未済件数 162 160 165 160 166 148 151129 131 145 149 155
I l I l I 1 1

92．9％
既済率
(累計）

92.2％ 92.1％ 91.8％ 91.5％ 916％ 91．4％ 91.7％ 91.5％ 92.4％ 92.3％93．0％
■ ﾛ ﾛ ■ ■ ■

ロ ロ ロ ロ ロ ロ 0

令和5年

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月1月 2月 3月 11月 12月

新受件数 10 126

Ｆ
■
』
■
■
Ⅱ

ｌｌｌｌｌｌｌ

既済件数 9 9 39 2

未済件数 148 149 122 121

既済率
(累計）

925％ 92.5％ 93.9％ 93.9％
■ ■ ■ ■ ■ ■

※既済率：全既済件数／全新受件数（小数点第2位を四捨五入）

※新受：当該月に訴因変更決定により対象合議事件となった件も含む。



勾留関係事件等年度別調査表
一

1 勾留請求事件関係 2 勾留理由開示請求事件関係 （件数）(件数）

霊一連
項目項目

請求総数 開示総数請求総数請求総数発付総数 却下総数 発付率
年度

30 88.1％ 30 9215，671 13，811 1,860 104

1 89.2％ 8814, 521 112, 955 1, 566 93

2 92.8％ 5713，603 212，618 985 69

3 92.8％ 3 5613，161 12，210 951 58

4 93.9％ 4

“
一
嘔

13, 108 12，304

4，001

804 74

（1～4月）

5

(1～4月）

93.7％

93.9％

(1～4月）4,269

4,680

268
二＝＝＝＝＝＝＝＝

287

18

5

(1～4月）

5

(1～4月）
93.9％ 184,680 4,3934,393 287 21

3 保釈請求事件関係（刑事第14部取扱い分） （件数） 4 準抗告請求事件関係 (件数）

壷～雪請求総数 許可総数 請求総数 (a)許可率 (c) (b)

30 70.5％ 302，124 1,498 1,833 125 125 0

1 58.5％2，114 1，237 1 1,815 111 111 0

2

3 ，

4

（1～4月）

5

(1～4月）

2 55.5％ 22，197 1，219 2,023 157 157 0

3 57.9％ 31，164 1,869 1262,012 126 0

4 56.6％ 41,837 1，040 1,924 169 1169 0

(1～4月）54，5％561 306 504 4141 0

5

(1～4月）

5

(1～4月）
58.2％58.2％567 330330 667 60 60 0

(c)請求総数のうち接見禁止等に対する準抗告

||:鰹撫駕篭…“
((a)+(b)) 鵠

一
ｍ
剛



第13表

勾留関係事件等の推移

1 勾留請求事件関係
却下
■■■■■■■■■■■

司 25
24,3652を993

２

０００
Ｏ

Ｆ
ｎ
ｕ

ｎ
汐
】 0 (）

2
9里言冨言却言云~~；
〆鼠鯛424‘‘
蝋693

一一錆求総数(件数）

-----.発付総数(件数）
一却下絶数(件数）

2 2

20－000 20 0 0

15，000 15 0 0

今
β

つ
内勺〕

Ｐ
ＱＯ《

《
由
、
一
〃
“

』
■

｜
◆
Ｍ

一一
口

』
穴
皿
ｖ

一
旬０△

－
９

－
軸

－－
２

つ
妬

予
も

一剛
←
乢 13，603

、引RW 13. 161 13, 1 8

04

1010．000 0 0

｡~､了、
． 8

71

4575

5,000 50 0

26

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4

年度

保釈請求事件関係（刑事第1●4部取扱い分）2

3，000

一｡－舗求総数(件数）

－ うち許可総歓(件数）2,501 2,473
2.435

2,500

2，197２
１ 9 2,012

l‘897
2,000

I で ▲ ＝ 一 一 一

~～［，’…△』､'臼､’1，817
］

1,8371,420 1，
1,716 マ 字，匡置｡ 1．

1，500
▲

／
，

1，32(）

4

b

1，000 ＆カムUﾜエ 」9』 057 464､'､』 L、色ムリ
1，040

989
935

788

798
500

■ l p Q p Q D D A B ｡

0

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4

年度

準抗告請求事件関係3
2，250

2,023

、 ，a‘､、

一ロー舗求総数（件数）

一うち接見禁止等に対する単抗告(件敷）
2,000

1,750

1,500

1.250

1,000

750

500

250

0

ベミ畿報？e

便ワロ

ﾉj==Y 、

1,290 世3"_hLfY4 ソ52

jぅ哩拶ン
』ｼ／672

518 三一r Q
9 463

一ｍ Q 戸

124 105 132 130 91 』“ 82－ー一 一 ▲ △ 一一

４ I
86

ヮ 郡 17 12 43一

15 16 17 18 19 20 21 22 23 ．24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4

年度

請求及び発付



第14表

被疑者国選弁護事件処理状況調査表

勾留質問した｜|請求総数対象事件数
選任決定総数職横によ

る選任決
定

勾留質問した被

|繍瓢縦｡’
疑者総数 ｜’ ｜|被疑 対象事件

数に鋪する

年度 ’ l l誌
鯖求撤回 却下 四

回
程
四

四
四
函
四

四
四
四
四

13，528

国
函
四
四
畷
国

函
函
四
国
幾
国

四
四
四
国
躍
圃

’’ 15,671

14,52 1

1

平成30年 66.7％ 8,776 208 3715,671

261~10,0%|
’

9,560 “8%｜
|’令和元年 182 7014,52 1

’9,17367.9％ 8,979 115 36

13,161

’
2568.3％ 8,813 137

|竪畷際
’214｜ Ⅲ3,105

'

'’32唖 ''00"’令和拝｜|一-13,10511』3,1051
（'~4月）｜ 1,269114,2691

l
l

l

8,585 68 2267.9％

100.0% 2268.4％ 2,830 4

４

．
０３

匁

３

86 ’3,254

’
’

''00 0％

５令和5年
(1～4月）

3,168 3570.6％
｡

第15表

医療観察事件新受件数調査表 囹
国
回
国
囿
謡
回

■■■■
・

｜’

42条1項の決

定をすることの
申立て

退院の許可の申
立て

医療の終了の申
立て

通院期間延長の
申立て

再入院の
申立て

入院継続の確認
の申立て

|面’32(10）97(29） 027 5 ｲ’

28(10） 5(2) 7 (1)99(20） 122

30(6)105 (29) 024 4 2

’183105(30） 41（17） 7(4) 326 |’

｜令和4年｜
'（'~4月〉’

28(6)110(24） 17 (6)

四
一
８

2 0

5（1）40(6) 9(3) 1 0

10
令和5年
(1～4月）

12(2) 4(2)32(7) 0 0

※ 括弧内の数字は､東京地裁以外の裁判所での入院決定に対する申立て


